
福島再生加速化交付金（第２９回）の交付可能額通知について 

「福島再生加速化交付金」について、本日、「帰還環境整備（第１６回）」の交
付可能額を通知します。 

１．交付可能額 

福島県、４２市町村、３組合の３２０事業に対して行う交付可能額の通
知は以下のとおりです。 

事業費：４５，５８１百万円 国費：３５，３４３百万円 
※計数は精査の結果、今後変動があり得ます。県及び市町村別は別紙１のとおりです。

２．主な交付対象事業（計数は事業費（（ ）内は国費）） 
○災害公営住宅整備事業等
・楢葉町、富岡町、浪江町、飯舘村において、災害公営住宅の整備等を行います。 

《１，９０８百万円（１，６７０百万円）（４事業）》 

○福島復興再生拠点整備事業
・双葉町において、復興産業拠点の整備を行います。 

《１，９８４百万円（１，４８８百万円）（１事業）》 

○学校施設環境改善事業
・川俣町、富岡町、川内村、飯舘村において、小学校等の改修等を行います。 

《４，１９９百万円（２，８２６百万円）（３２事業）》 

○被災者生活支援事業
・富岡町、浪江町、葛尾村（いずれも県事業）において、高齢者等の生活のサポート拠 

点の開設を行います。   《１４１百万円（１４１百万円）（４事業）》 

○被災地域農業復興総合支援事業
・南相馬市、川俣町、楢葉町、川内村、大熊町、飯舘村（いずれも県事業）において、 

農業用施設等の整備を行います。 《８，４１３百万円（６，３１０百万円）（９事業）》 

○木質バイオマス施設等緊急整備事業
・田村市、葛尾村において、木質バイオマス発電施設や木造公共施設の整備を行います。   

《５，５２５百万円（４，１４３百万円）（２事業）》 

○原子力災害被災地域産業団地等整備等支援事業
・南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、双葉町、浪江町において、産業団地の 

造成等を行います。     《４，７４１百万円（３，５６５百万円）（１３事業）》 

《別紙資料》 
・別紙１：福島再生加速化交付金（第２９回）《帰還環境整備（第１６回）》市町村別交付可能額 
・別紙２：福島再生加速化交付金（第２９回）《帰還環境整備（第１６回）》における市町村別の主な事業 
・別紙３：福島再生加速化交付金の概要及び今回の交付可能額通知における対象事業メニュー一覧 
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【別紙１】 

 

福島再生加速化交付金（第２９回）《帰還環境整備（第１６回）》 

市町村別交付可能額 

 

県及び市町村名 事業費 交付可能額【国費】 

田  村   市 ５，４１５ ４，０７０ 

南 相 馬 市 ３，３５６ ２，６５１ 

川   俣   町 １，９８５ １，４６９ 

広  野  町 ３８９ ３０１ 

楢   葉   町 １，１１９ ９０４ 

富  岡   町 １，４６７ １，１５１ 

川  内  村 ７２８ ５６２ 

大  熊  町 ８ ８ 

双   葉   町 ２，１４３ １，６１５ 

浪   江   町 ４，０４９ ３，３８１ 

葛   尾   村 ５９６ ４５８ 

飯   舘   村 ４，７７１ ３，５４３ 

福   島   市 １３９ １３９ 

郡   山   市 １５０ １５０ 

い  わ  き  市 １８８ １８８ 

白   河   市 ７０ ７０ 

須  賀  川  市 ６ ６ 

相   馬   市 １０ １０ 

二  本  松  市 ８２ ８２ 

                                                                  （単位：百万円） 



県及び市町村名 事業費 交付可能額【国費】 

伊   達   市 ４３７ ３８７ 

本   宮   市 １５０ １５０ 

桑   折   町 ３２ ２７ 

国   見  町 ３３ ３３ 

大  玉  村 ３５５ ２６６ 

鏡   石   町 ５ ５ 

天   栄   村 ５ ５ 

西   郷   村 １９ １９ 

泉   崎   村   ４ ４ 

中   島   村 ２ ２ 

矢   吹  町 １４ １４ 

棚   倉   町 １８ １８ 

矢   祭   町 ４ ４ 

塙    町 ８ ８ 

鮫   川   村 ３ ３ 

石   川   町 １ １ 

玉   川   村 １２ １２ 

平   田   村 ７ ７ 

浅   川   町 ４ ４ 

古   殿   町 ２ ２ 

三   春   町 １３４ １０８ 

小   野   町 １０ １０ 

新   地   町 ３ ３ 

（単位：百万円） 



県及び市町村名 事業費 交付可能額【国費】 

双葉地方 

広域市町村圏組合 
０．２ ０．２ 

福島地方水道 

用水供給企業団 
４ ４ 

双葉地方 

水道企業団 
３３３ ２３５ 

福  島   県 １７，３１１ １３，２５４ 

計 
（県、４２市町村 

及び３組合） 
４５，５８１ ３５，３４３ 

（単位：百万円） 

注）計数は精査の結果、今後変動があり得ます。 

  端数処理により、合計と一致しない場合があり得ます。 



○事業番号：９（都市再生区画整理事業）
・曲田地区都市再生区画整理事業（被災市街地復興土地区画整理事業）

【193百万円（145百万円）】
○事業番号：１５（学校施設環境改善事業）
・富岡第一中学校校舎改修事業《新規》 【135百万円（90百万円）】
○事業番号：４６（原子力災害被災地域産業団地等整備等支援事業）
・富岡産業団地整備事業 【412百万円（309百万円）】

福島再生加速化交付金（第２９回）≪帰還環境整備（第１６回）≫
における市町村別の主な事業

○事業番号：１５（学校施設環境改善事業）
・山木屋小中学校（小学校）大規模改造（老朽）事業

【182百万円（122百万円）】
・山木屋小中学校（中学校）大規模改造（老朽）事業

【155百万円（104百万円）】
・山木屋幼稚園大規模改造（老朽）事業《新規》 【112百万円（75百万円）】

川俣町

○事業番号：４２（農業基盤整備促進事業）
・農業基盤整備促進事業（葛尾地区）《新規》【211百万円（158百万円）】
○事業番号：４３（木質バイオマス施設等緊急整備事業）
・葛尾村復興交流館整備事業【303百万円（227百万円）】

○事業番号：４２（農業基盤整備促進事業）
・農業基盤整備促進事業（桜下地区）《新規》 【20百万円（16百万円）】
○事業番号：４３（木質バイオマス施設等緊急整備事業）
・木質バイオマス発電施設等整備事業《新規》 【5,222百万円（3,916百万円）】

○事業番号：４０（農山村地域復興基盤総合整備事業）
・農山村地域復興基盤総合整備事業（農業水利施設等保全再生事業）
（基金型）南相馬地区 【1,053百万円（790百万円）】
○事業番号：４７（原子力災害被災地域事業所整備等支援事業）
・復興賃貸事業所整備事業《新規》 【17百万円（13百万円）】

○事業番号：１（災害公営住宅整備事業等）
・災害公営住宅整備事業（幾世橋地区）（基金型） 【1,494百万円（1,308百万円）】
○事業番号：４６（原子力災害被災地域産業団地等整備等支援事業）
・既存工業用地（藤橋地区）を活用した産業団地整備事業

【1,120百万円（840百万円）】

○事業番号：１（災害公営住宅整備事業等）
・災害公営住宅整備事業 【391百万円（342百万円）】
○事業番号：４６（原子力災害被災地域産業団地等整備等支援事業）
・笑ふるタウン（商業ゾーン）整備事業 【328百万円（246百万円）】

○事業番号：４６（原子力災害被災地域産業団地等整備等支援事業）
・田ノ入工業団地等整備事業 【657百万円（493百万円）】

川内村

田村市

楢葉町

浪江町

南相馬市

葛尾村

※金額は、【事業費（うち、国費）】です。
※事業番号については、資料【別紙３】参照。

【別紙２】

富岡町

○事業番号：１５（学校施設環境改善事業）
・飯舘中学校校舎小学生用教室等大規模改造（老朽）事業《新規》

【199百万円（134百万円）】
・飯舘中学校校舎中学生用教室等大規模改造（老朽）事業《新規》

【178百万円（119百万円）】
○事業番号：３９（保育所等の複合化・多機能化推進事業）
・認定こども園（保育園機能部分）整備事業（保育所の複合化・多機能化）

《新規》 【190百万円（142百万円）】

○事業番号：１１（道路事業（面整備事業と一体的に施行すべきアクセス道
路等））
・復興拠点アクセス道路整備事業（県道長塚請戸浪江線）《双葉町：新規》

【562百万円（436百万円）】
○事業番号：２６（被災者生活支援事業）
・浪江町一樹サポートセンター運営事業《浪江町：新規》

【53百万円（53百万円）】
○事業番号：４３（被災地域農業復興総合支援事業）
・被災地域農業復興総合支援事業（栽培施設等整備事業）（大熊町大川原
地区）《大熊町》 【2,112百万円（1,584百万円）】
・農業用施設整備事業（穀類乾燥調製施設）（大根森地区）《川内村：新規》

【130百万円（97百万円）】

福島県

飯舘村

○事業番号：８（福島復興再生拠点整備事業）
・中野地区復興産業拠点整備事業 《新規》 【1,984百万円（1,488百万円）】
○事業番号：４７（原子力災害被災地域事業所整備等支援事業）
・産業交流センター施設整備事業《新規》 【24百万円（18百万円）】

双葉町

○事業番号：２３（個人線量管理・線量低減活動支援事業）
・個人線量管理業務委託事業 【4百万円（4百万円）】

大熊町

○事業番号：３９（保育所等の複合化・多機能化推進事業）
・広野町認定こども園整備事業（保育所等の複合化・多機能化推進事業）

《新規》 【9百万円（7百万円）】
○事業番号：４６（原子力災害被災地域産業団地等整備等支援事業）
・広野工業団地整備事業 【340百万円（255百万円）】

広野町








